
 

 

 

 

山口宇部空港維持管理・更新計画書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年４月 

 

 

山 口 県 

山口宇部空港事務所 



 

 

平成２６年(2014 年)４月 １日策定 

平成２８年(2016 年)９月 １日改正 

平成２９年(2017 年)２月１０日改正 

平成３０年(2018 年)１月１０日改正 

平成３１年(2019 年)４月 １日改正 

令和 ３年(2021 年)４月 １日改正 

 

目次 

 

１．目的 ········································································································· １ 

２．適用範囲 ··································································································· １ 

３．基本方針 ··································································································· １ 

４．維持管理計画 ····························································································· ２ 

４－１点検計画 ·························································································· ２ 

４－２修繕計画 ······················································································· １５ 

４－３経常維持計画 ················································································· １９ 

４－４除雪計画 ······················································································· ２２ 

４－５緊急対応計画 ················································································· ２２ 

５．更新計画 ································································································ ２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

１．目的 

山口宇部空港維持管理・更新計画書は、航空法施行規則第 92条（機能確保基準）に

規定する空港の維持管理の標準的な事項を示した「空港内の施設の維持管理指針」に基

づき作成するものであり、空港内の施設の供用性、航空機の運航に対する安定性等の確

保並びに施設の長寿命化を図ることを目的とし、空港の特性等を踏まえた空港土木施

設の点検、経常維持、修繕、除雪及び緊急対応の計画を定め、併せて、長期的視点に立

った更新計画を作成するものとする。 

 

２．適用範囲 

山口宇部空港維持管理・更新計画書は、次に示す山口県山口宇部空港事務所が管理

する空港土木施設に適用する。 

１）航空法施行規則第 79条（設置基準）に規定されている施設 

（１） 滑走路（ショルダー含む） 

（２） 着陸帯 

（３） 過走帯 

（４） 誘導路（ショルダー含む） 

（５） 誘導路帯 

（６） エプロン（ショルダー含む） 

（７） 飛行場標識施設：飛行場名標識、滑走路標識、過走帯標識、誘導路標識 

（８） 滑走路、誘導路及びエプロンの地下の工作物 

２）空港機能を確保する上で必要な上記１）以外の施設 

（１）舗装施設：ＧＳＥ通行帯等、過走帯、保安道路、場周道路 

（２）用地施設：滑走路端安全区域、誘導路帯、護岸 

（３）エプロン標識施設 

（４）排水施設：幹線排水、表面排水 

（５）道路（構内道路）・駐車場施設（歩道ルーフ） 

（６）その他の土木施設：場周柵、その他の空港用地 

 

３．基本方針 

１）空港内の施設の供用性等の確保 

空港土木施設の経常的な維持並びに異常の程度や状態を把握、評価する点検及

び点検に基づく修繕又は更新を適切に実施し、空港内の施設の供用性、航空機の運

航に対する安定性等を確保する。特に、空港の基本施設（滑走路、誘導路及びエプ

ロン）は、空港内の施設の供用性を確保する上で重要な施設であり、航空機の運航

に対する影響度が高い施設であることから、施設に求められる性能を保持し続け

るための予防保全を実施し、他の施設よりも高いレベルで管理する。 
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２）空港機能施設事業者との連携 

航空サービスを提供する上で不可欠な航空旅客取扱施設、航空機給油施設等を

管理・運営する空港機能施設事業者と密接に連携するため、空港関係者情報交換

会等により点検情報等の共有を図り、空港機能全体における安全・安心の確保を

推進する。 

 

  ３）点検等の情報の管理 

     空港土木施設の点検、修繕及び更新に係る情報は、「土木施設点検簿」に綴

り、蓄積し、効率的に活用できるように管理する。なお、点検結果の評価は、複

数の職員によるクロスチェックにより妥当性を確認するものとし、山口宇部空港

事務所において評価の妥当性を判断できない場合、又は異常の原因や劣化の進行

程度が推定できない損傷等を発見した場合には、県庁港湾課事業班に報告・相談

する。 

 

４）維持管理・更新計画の改善 

維持管理・更新計画は、策定した計画（Plan）に基づき、実施（Do）した内容

の分析・評価（Check）を行い、次回の計画に反映させるため改善（Action）を行

うマネジメントサイクル（PDCA サイクル）に取り組み、継続的に計画の改善を行

う。なお、維持管理・更新計画の評価（Check）及び改善（Action）は、県庁港湾

課事業班と毎年度協議を行う。                                   

４．維持管理計画 

４－１点検計画 

空港土木施設の点検は、巡回点検、緊急点検、定期点検及び詳細点検に区分して

実施する。点検の結果は、「土木施設点検簿」に綴り、必要に応じて、航空旅客取

扱施設、航空機給油施設等の管理者と情報を共有する。 

 

１）巡回点検 

（１） 目的 

巡回点検は、施設の異常の有無の確認、異常箇所の早期発見、損傷の進行状

況を日常的に把握することを目的として実施する。 

 

（２） 点検の項目 

巡回点検は、表－１に示す点検項目について実施するものとし、表－２及び

表－３に示す変状の種類を記録するものとする。 
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基本施設（滑走路、誘導路及びエプロン）の巡回点検は、巡回点検Ⅰ（徒歩

による全域目視点検）、巡回点検Ⅱ（車両による特定区域目視点検）及び巡回

点検Ⅲ（巡回点検Ⅰ・Ⅱとは別に実施する経過観察を必要とする要注意箇所等

の点検）に区分して実施する。 

表－１ 巡回点検の点検項目 

施 設 区 分 点 検 項 目 

滑 走 路 

誘 導 路 

エ プ ロ ン 

舗装の状況（巡回点検Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ） 

標識の状況 

着 陸 帯 

誘 導 路 帯 

滑 走 路 端 安 全 区 域 

表面の状況 

植生の状況 

過 走 帯 

Ｇ Ｓ Ｅ 通 行 帯 等 

保 安 道 路 

場 周 道 路 

構 内 道 路 

駐 車 場 

舗装の状況 

標識の状況 

歩 道 ル ー フ 

道 路 標 識 （ 片 持 式 ） 

構造物の状況 

取付の状況（旅客ターミナル地区） 

空 港 用 地 護岸の状況 

排 水 施 設 

場 周 柵 
施設の状況 

 

表－２ 巡回点検時に記録する変状の種類（１） 

施設区分 点検項目 
変状の

種類 

変状の種類の詳細（点検項目の詳細） 

アスファルト舗装 コンクリート舗装 

滑走路 

誘導路 

エプロン 

過走帯 

GSE 通行

帯等 

舗装の状況 

ひび割れ 
線状ひび割れ、亀甲状ひび

割れ 

線状ひび割れ、隅角部ひび割

れ 

変形 わだち掘れ、くぼみ － 

段差 構造物付近の段差 目地部・構造物付近の段差 

崩壊 ポットホール、剥離 
ブローアップ、クラッシン

グ 

摩耗 
すり減り（ポリッシング）、 

荒れ（ラベリング） 
－ 

表面の異

常 

ブリスタリング、ブリージ

ング、キズ 
スラブの持ち上がり、キズ 
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目地部の

破損 
－ 

目地材の破損・欠損、目地縁

部の破損 

標識の状況 
路面標示

の異常 
路面標示の不鮮明 路面標示の不鮮明 

注）上表に示す変状の種類の他、記録すべき変状がある場合には、適宜記録する。 

表－３ 巡回点検時に記録する変状の種類（２） 

施設区分 施設の種類 点検項目 変状の種類（点検項目の詳細） 

保安道路 

場周道路 
－ 

舗装の状況 ポットホール 

標識の状況 停止線の不鮮明 

構内道路 － 
舗装の状況 

線状ひび割れ、亀甲状ひび割れ、

わだち掘れ、段差、ポットホール 

標識の状況 路面標示の不鮮明 

駐車場 

バス、タクシープー

ル、 

一般駐車場 

舗装の状況 
線状ひび割れ、亀甲状ひび割れ、

わだち掘れ、段差、ポットホール 

標識の状況 路面標示の不鮮明 

着陸帯 着陸帯Ⅰ、着陸帯Ⅱ 
表面の状況 浸食、陥没 

植生の状況 生育不良 

誘導路帯 
T1～T6、P1～P6、 

A1～A2 

表面の状況 浸食、陥没 

植生の状況 生育不良 

滑走路端安全区域 
滑走路端安全区域(07) 

滑走路端安全区域(25) 

表面の状況 浸食、陥没 

植生の状況 生育不良 

歩道ルーフ － 

構造物の状況 破損、変形、腐食 

取付の状況 
ボルト・ナットのゆるみ・脱落・

破断 

道路標識（片持式） － 

構造物の状況 破損、変形、標示板の不鮮明 

取付の状況 
揺れ、ボルト・ナットのゆるみ・

脱落・破断 

空港用地（護岸） 護岸、消波ブロック 護岸の状況 破損、鉄筋露出、ひび割れ 

排水施設 

開渠、集水桝、マンホー

ル 
施設の状況 破損、変形 

函渠 施設の状況 
剥離、鉄筋露出、変形、漏水、堆

積物 

調整池 施設の状況 

植生法面：亀裂、浸食、生育不良 

ブロック張：ゆるみ、はらみ出し 

呑吐口：破損、変形 

水門 施設の状況 破損、変形、腐食 
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その他の土木施設 
場周柵（鋼製・FRP製）、

門扉 
施設の状況 

主要部材（支柱・胴縁・メッシュ・

金網・パネル・レール等）：変形、

破損、腐食 

有刺鉄線：破断、腐食 

場周柵下部：隙間、浸食 

注１）構造物周辺の小規模法面は、当該構造物の点検に併せて点検する。 

２）上表に示す変状の種類の他、記録すべき変状がある場合には、適宜記録する。 

 

（３） 点検の方法 

巡回点検の方法は、目視で行うことを基本とし、異常箇所の確認等を行う場

合には、打音調査を実施する。ただし、高架の添加物の点検は、パトロール車

内から附属物の変状を確認し、歩道ルーフの構造物の状況及び取付の状況の

点検については、徒歩により変状を確認し、必要に応じて対象物に近づき、附

属物等の状態を確認するものとする。 

点検の実施にあたっては、高所に添架している非構造部材等の落下が重大

な事故を引き起こすこと、異なる施設が接続する部位、部材は、劣化の進行度

合いの違いや管理者が異なることによる見落としなど、点検の盲点となりや

すいことに留意する。 

また、構内道路については、標準的な巡回点検に加え、道路交通の安全性及

び使用性に着目した路面の段差・陥没、道路標識の異常等を発見するための

“車上巡回による点検”を実施する。 

なお、点検方法について新技術を活用する場合には、安全性や効率性等を

判断し適切に実施する。 

 

（４） 点検の頻度 

点検の頻度は、対象施設の人命及び航空機の運航への影響度を考慮し、図－

１～４に示す標準点検回数（現場状況、その他の理由により変更することがで

きる実施の目安として定める標準的な点検回数をいう。以下同じ。）の設定方

法に基づき設定する。 

各施設の標準点検回数は、表－４～６に示すとおりとし、これらの巡回点検

の実施時期は、表－７の年間計画工程表に示すとおりとする。 

基本施設の標準点検回数の設定方法の基本的な考え方は、次に示すとおりと

する。 

・巡回点検Ⅰ ：従来の標準点検回数（３回／年）を基本とし、供用年数が長

い施設については、点検回数を１回／年加算する。 

・巡回点検Ⅱ：施設の供用年数及び路面性状調査による評価に基づき劣化の程
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度を評価し、施設毎に点検回数を設定する。 

・巡回点検Ⅲ ：経過観察等の結果に基づき、劣化の程度、状態等を考慮して

適宜適切な時期に実施する。 

構内道路の“車上巡回による点検”は、繁忙期（ゴールデンウィーク、夏

季休暇、年末年始休暇）の前に実施することを基本とし、３回／年以上実施

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

影響度 エアサイドの影響度区分 施設区分 

Ａ 
航空機事故、重大インシデ

ントの要因となる 
滑走路 

Ｂ 
航空機の運航に制限あり 

（影響大） 

平行誘導路、末端取付誘導路、Ａエ

プロン（定期便用） 

Ｃ 
航空機の運航に制限あり 

（影響中） 
－ 

Ｄ 
航空機の運航に制限あり 

（影響小） 
－ 

Ｅ 
航空機の運航に制限なし 

空港の運用に影響あり 

Ｂエプロン取付誘導路（Ｂ１） 

Ｂエプロン（小型機・回転翼用） 

 

図－１ 滑走路等基本施設の巡回点検（巡回点検Ⅰ）の標準点検回数の設定方法 

 

 

 

 

E-5 D-5 C-5 B-5 A-5  4 回/年 

E-4 D-4 C-4 B-4 A-4  

3 回/年 E-3 D-3 C-3 B-3 A-3  

E-2 D-2 C-2 B-2 A-2  

E-1 D-1 C-1 B-1 A-1  1回/年 

Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ   

5 年 

(影響度) 

20 年 

15 年 

10 年 

(As) 
(標準点検回数) 

0 年 

15 年 

30 年 

25 年 

20 年 

( 年 数 ) 

(Co) 
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影響度 エアサイドの影響度区分 施設区分 

Ａ 
航空機事故、重大インシデ

ントの要因となる 
滑走路 

Ｂ 
航空機の運航に制限あり 

（影響大） 

平行誘導路、末端取付誘導路、Ａエ

プロン） 

Ｃ 
航空機の運航に制限あり 

（影響中） 
－ 

Ｄ 
航空機の運航に制限あり 

（影響小） 
－ 

Ｅ 
航空機の運航に制限なし 

空港の運用に影響あり 

上記以外の誘導路 

Ｂエプロン 

 

図－２ 滑走路等基本施設の巡回点検（巡回点検Ⅱ）の標準点検回数の設定方法 

E-5 D-5 C-5 B-5 A-5  4 回/年 

E-4 D-4 C-4 B-4 A-4  
3 回/年 

E-3 D-3 C-3 B-3 A-3  

E-2 D-2 C-2 B-2 A-2  2 回/年 

E-1 D-1 C-1 B-1 A-1  0回/年 

Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ   

C C C C C  
4 回/年 

B3 B3 B3 B3 B3  

B2 B2 B2 B2 B2 2 回/年 

B1 B1 B1 B1 B1  
1 回/年 

A A A A A  

Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ   
(影響度) 

5 年 

(影響度) 

20 年 

15 年 

10 年 

(As) 
(標準点検回数) 

0 年 

15 年 

30 年 

25 年 

20 年 

( 年 数 ) 

(Co) 

※路面性状評価 

アスファルト舗装：ひび割れ率、わだち掘れの個別評価の悪い方の評価区分

を採用する。 

コンクリート舗装：PRI による総合評価並びにひび割れ度、段差の個別評価

のうち、最も悪い評価区分を採用する。 

(標準点検回数) 

A 

B2 

C 

B3 

(路面性状評価)※ 

B1 
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表－４ 滑走路等基本施設の巡回点検（巡回点検Ⅰ・Ⅱ）の標準点検回数 

注１）巡回点検Ⅲ（経過観察を必要とする要注意箇所等の点検）は、上記標準点検回

数とは別に舗装の劣化の程度、状態等を考慮し、適宜適切な時期に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設区分 名称 
舗装 

種別 

新設又は 

更新年度 

供用 

年数 

施設特性 標準点検回数（回／年） 

年数 

評価 

路面性

状評価 

巡回

Ⅰ 

巡回点検Ⅱ 

合計 
年数 

路面

性状

評価 

滑走路 07/25 As 2001 (H13) 15 A-4 B3 4 4 4 12 

平行誘導

路 

P1 As 2001 (H13) 15 B-4 B2 3 3 2 8 

P2 As 2001 (H13) 15 B-4 B2 3 3 2 8 

P3 As 2001 (H13) 15 B-4 B2 3 3 2 8 

P4 As 2001 (H13) 15 B-4 B1 3 3 1 7 

P5 As 2001 (H13) 15 B-4 B2 3 3 2 8 

P6 As 2001 (H13) 15 B-4 B2 3 3 2 8 

末端取付

誘導路 

T1 As 2001 (H13) 15 B-4 B2 3 3 2 8 

T6 As 2001 (H13) 15 B-4 B3 3 3 4 10 

取付誘導

路 

T2 As 2001 (H13) 15 B-4 B2 3 3 2 8 

T3 As 2001 (H13) 15 B-4 B2 3 3 2 8 

T4 As 2001 (H13) 15 B-4 B2 3 3 2 8 

T5 As 2001 (H13) 15 B-4 B2 3 3 2 8 

A1 As 2001 (H13) 15 B-4 B3 3 3 3 9 

A2 As 2001 (H13) 15 B-4 B2 3 3 3 9 

B1 As 2001 (H13) 15 E-4 - 3 3 - 6 

エプロン Ａ Co 2001 (H13) 15 B-2 B2 3 2 2 7 

Ｂ As 2001 (H13) 15 E-4 - 3 2 - 5 
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影響度 エアサイドの影響度区分 施設区分 

Ａ 
航空機事故、重大インシデ

ントの要因となる 
－ 

Ｂ 
航空機の運航に制限あり 

（影響大） 
－ 

Ｃ 
航空機の運航に制限あり 

（影響中） 

着陸帯、過走帯、滑走路端安全区域、

誘導路帯、護岸 

Ｄ 
航空機の運航に制限あり 

（影響小） 
ＧＳＥ通行帯等、場周柵 

Ｅ 
航空機の運航に制限なし 

空港の運用に影響あり 

場周道路、保安道路、上記Ａ，Ｂ以

外の排水施設 

 

図－３ 滑走路等基本施設以外の巡回点検の標準点検回数の設定 

 

表－５ 滑走路等基本施設以外の標準点検回数 

施 設 区 分 影響度区分 点検項目 標準点検回数 

着陸帯・滑走路端安全区域 C-3 表面の状況 

植生の状況 

１回／年 

誘 導 路 帯 C-3 １回／年 

過 走 帯 C-3 

舗装の状況 

標識の状況 

１回／年 

Ｇ Ｓ Ｅ 通 行 帯 等 D-3 １回／年 

保 安 道 路 E-3 １回／年 

場 周 道 路 E-3 １回／年 

場 周 柵 D-3 

施設の状況 

１回／年 

護 岸 C-3 １回／年 

排 水 施 設 E-3 １回／年 

注）定期点検を実施した施設は、その年の標準点検回数を１回減ずる。 

 

E-5 D-5 C-5 B-5 A-5  2 回/年 

E-4 D-4 C-4 B-4 A-4  

1 回/年 E-3 D-3 C-3 B-3 A-3  

E-2 D-2 C-2 B-2 A-2  

E-1 D-1 C-1 B-1 A-1  0回/年 

Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ   (影響度) 

(標準点検回数) (年数) 

10 年 

15 年 

20 年 

25 年 

0 年 
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影響度 ランドサイドの影響度区分 施設区分 

Ａ 
人の動線上にある構造本体及び非

構造部材（交通量大・影響大） 

歩道ルーフ、片持ち式の道

路標識 

Ｂ 
人の動線上にある構造本体及び非

構造部材（交通量小・影響小） 
－ 

Ｃ 
車両の動線上にあり、落下・陥没

により人命への影響あり（影響大） 

構内道路、駐車場、道路付帯

施設 

Ｄ 
車両の動線上にあり、落下・陥没

により人命への影響あり（影響小） 
－ 

Ｅ 人、車両の動線上にない － 

 

 

図－４ ランドサイドの巡回点検の標準点検回数の設定方法 

 

表－６ ランドサイドの巡回点検の標準点検回数 

施 設 区 分 影響度区分 点検項目 標準点検回数 

歩 道 ル ー フ 

片 持 式 道 路 標 識 
A-2,3 

構造物の状況 １回／年 

取付の状況 １回／年 

構 内 道 路 ※ 

駐 車 場 
C 

舗装の状況 

標識の状況 
１回／年 

※ 構内道路は、“車上巡回による点検”を３回／年以上実施する。 

 

 

 

E-5 D-5 C-5 B-5 A-5※  2回/年 

E-4 D-4 C-4 B-4 A-4※  

1回/年 E-3 D-3 C-3 B-3 A-3※  

E-2 D-2 C-2 B-2 A-2※  

E-1 D-1 C-1 B-1 A-1※  0回/年 

Ｅ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ   

※影響度Ａの施設は、取付の状況（１回／年）の点検を別途実施する。 

(影響度) 

(標準点検回数) 

30 年 

20 年 

(年数) 

10 年 

50 年 
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表－７ 年間計画工程表（巡回点検） 

 

 

 

 

【エアサイド（巡回点検）】

施設区分 施設名称 点検区分 標準回数

【ランドサイド（巡回点検）】

点検項目 標準回数

【ランドサイド（車上巡回による点検）】

点検項目 標準回数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2月 3月

4回/年

8回/年

構造物の状況 1回/年

10月 11月

3回/年

3回/年

12月 1月

巡回点検Ⅰ

巡回点検Ⅱ
滑走路 07/25

　護岸 1回/年

1回/年

1回/年

6月 7月 8月 9月

巡回点検Ⅰ

巡回点検Ⅰ

巡回点検Ⅰ

　保安道路、場周道路 1回/年

　場周柵

巡回点検Ⅱ 3回/年

　GSE通行帯 1回/年

4月 5月

1回/年

　排水施設 1回/年

　着陸帯、滑走路端安全区域

　誘導路帯

　過走帯 1回/年

巡回点検Ⅱ 2回/年

巡回点検Ⅰ 3回/年

巡回点検Ⅱ 5回/年

B

エプロン
巡回点検Ⅱ 4回/年

P4

誘導路

A1,A2

T6

3回/年

巡回点検Ⅱ 6回/年

B1
巡回点検Ⅰ 3回/年

巡回点検Ⅱ 7回/年

P1,P2,P3,P5,
P6,T1,T2,T3,

T4,T5

巡回点検Ⅰ 3回/年

A

巡回点検Ⅰ 3回/年

巡回点検Ⅱ 4回/年

　構内道路、駐車場 1回/年

施設区分

　旅客ターミナル地区にある

　歩道ルーフ

　片持ち式道路標識

施設区分 4月

取付の状況 1回/年

3月5月 6月 7月 8月 9月 10月

　構内道路 3回/年

11月 12月 1月 2月
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２）緊急点検 

（１） 目的 

緊急点検は、地震、台風等による自然災害、航空機事故等による人的災害の

発生に伴う施設の被害状況の把握、異常の有無及び供用の適否について、速や

かに確認を行い報告することを目的として実施する。 

 

（２） 点検の項目 

緊急点検の項目は、表－８に示すとおりとする。 

 

表－８ 発生事案別の点検項目 

施 設 区 分 点 検 項 目 

自然災害 人的災害 

地震 
暴風 

大雨 
事故 火災 

滑 走 路 

誘 導 路 

エ プ ロ ン 

舗装の状況 ○ ○ ○ ○ 

標識の状況 － － ○ ○ 

歩 道 ル ー フ 

片 持 式 道 路 標 識 

構造物の状況 

（現場状況に応じて

取付の状況） 

○ ○ ○ ○ 

構 内 道 路 

駐 車 場 

舗装の状況 ○ ○ ○ ○ 

標識の状況 － － ○ ○ 

着 陸 帯 

誘 導 路 帯 

滑 走 路 端 安 全 区 域 

表面の状況 ○ ○ ○ ○ 

植生の状況 － － ○ ○ 

過 走 帯 

Ｇ Ｓ Ｅ 通 行 帯 等 

保 安 道 路 

場 周 道 路 

舗装の状況 ○ ○ ○ ○ 

標識の状況 － － ○ ○ 

空 港 用 地 護岸の状況 ○ ○ ○ ○ 

排 水 施 設 

場 周 柵 
施設の状況 ○ ○ ○ ○ 

注）点検の優先順位は、施設の被害状況を考慮し適宜設定することとし、特 

段優先すべき施設がない場合には、表－８中の上段から順に点検を必要 

とする施設を設定する。 
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（３） 点検の方法 

緊急点検は、災害等で被害を受けた施設の部位・部材及び間接的に被害を受

けるおそれのある部位・部材について、巡回点検の点検方法に準じて実施する。 

なお、緊急点検の実施にあたっては、２次災害の防止に努め、人命保護を第

一優先に行動する。 

（４） 点検の実施基準 

緊急点検は、飛行場警報等に基づき、次に示す事象が発生した場合に実施

する。 

Ａ．地震 

空港の所在地に震度階級４以上の地震が発生した場合 

Ｂ．台風、暴風及び大雨 

空港に台風、暴風及び大雨に関する飛行場警報が発表された場合 

Ｃ．事故及び施設破損 

空港土木施設の機能に支障を与える事故が発生した場合又は滑走路、誘

導路及びエプロンに剥離、陥没が発生した場合 

Ｄ．火災、落雷 

空港土木施設の機能に支障を与える火災、落雷が発生した場合 

Ｅ．高潮 

空港に高潮に関する飛行場警報が発表された場合 

Ｆ．津波 

空港に大津波警報又は津波警報が発表された場合。 

Ｇ．その他（噴火等） 

その他、空港土木施設に支障を与えるおそれや障害が発生し、緊急点検

を必要とする場合 
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３）定期点検 

（１） 目的 

定期点検は、施設の立地条件、利用状況、構造、材料特性等を考慮し、施設

の損傷の程度、時間経過に伴う劣化の進行状況等を定期的に把握及び評価する

ことを目的として実施する。 

（２） 点検の項目、方法及び頻度 

定期点検の項目、方法及び標準点検回数は、表－９に示すとおりとする。 

（３） 登録 

すべり摩擦係数測定調査、路面性状調査及び定期点検測量の結果は、「空

港施設管理情報システム」に登録する。 

 

表－９ 定期点検の点検項目、方法及び標準点検回数 

施 設 区 分 点 検 項 目 点検方法 標準点検回数 

滑走路 湿潤時の摩擦係数 
滑り摩擦係

数測定調査 
１回／３年 

滑走路 

誘導路 

エプロン 

【コンクリート舗装の場合】 

ひび割れ、目地部破損、段差 

【アスファルト舗装の場合】 

ひび割れ、わだち掘れ、ＢＢＩ 

路面性状調

査 

１回／３年 

（※2） 

滑走路、着陸帯、誘導

路、エプロン（※１）、誘

導路帯 

滑走路端安全区域 

縦断勾配、横断勾配 
定期点検測

量 
１回／３年 

護岸、幹線排水 
ひび割れ、剥離、損傷、沈下、陥没、

ブロック破損等 

定期点検調

査（※3） 
１回／５年 

※１．エプロンの勾配点検は、大規模地震が発生した場合、地盤沈下の影響がある場合等、エ

プロンの基礎地盤が変状した場合又は変状した可能性がある場合に実施するものとし、縦断勾

配（旅客ターミナルビルに直角方向又はエプロンの導入線に沿った方向の勾配）を点検する。 

※２．定期点検測量は、既往の測量結果等を踏まえ、地盤が安定し、かつ、地盤沈下等の変状

がないことを確認した場合には、標準点検回数を１回／６年に見直すことができる。（定期点

検測量と MMS を用いた路面性状調査は、同時に実施することで点検業務の効率化を図ること

ができる。） 

   ※３．護岸の定期点検調査は、「海岸保全施設維持管理マニュアル」（令和 2 年 6 月 国土交通

省港湾局海岸・防災課他）、「港湾の施設の点検診断ガイドライン」（令和 2年 3月 国土交通省

港湾局）等を参考とする。 
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※４．幹線排水（管渠）の定期点検調査は、「空港排水施設劣化度判定基準」（平成 27年 2月 国土

交通省東京航空局）等を参考とする。 

※５．※３～※４の参考とする資料は、現在公表されている最新のものを使用する。 

※６．点検方法について新技術を活用する場合には、安全性や効率性等を判断し適切に実施する。 

 

４） 詳細点検 

詳細点検は、巡回点検、緊急点検及び定期点検で確認した異常をより詳細に調査

し、原因の特定、対策の必要性、対策方法等を検討するために必要な情報を得るこ

とを目的として、当該施設の構造、材料特性等を考慮して適切に実施する。 

 

４－２ 修繕計画 

空港土木施設の修繕は、空港舗装等修繕と構造物等修繕に区分し、更に緊急的に実

施する修繕と計画的に実施する修繕に区分して実施する。 

１）空港舗装等修繕 

（１）緊急的な修繕 

空港舗装等の緊急的な修繕は、滑走路、誘導路及びエプロンの施設閉鎖を

伴う舗装の損傷等が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に、航空

機の運航の安全を確保するために実施する修繕であり、巡回点検又は緊急点

検の結果等を踏まえ、下記４－３経常維持計画（５）緊急補修工として、表

－１０及び表－１１に示す修繕方法により実施する。 

 

表－１０ 滑走路等アスファルト舗装の修繕方法（緊急的な修繕） 

点検 

項目 
異常の種類 修繕方法 実施の目安 

舗装の

状況 

ひび割れ 

線状ひび割れ ひび割れ注入 
ひび割れ幅2mm以

上 

亀甲状ひび割れ 打換又は切削打換 全て 

変形 
わだち掘れ 

くぼみ 

打換又は切削打換 

側方流動、ひび

割れ誘発あり 

滑走路上の水た

まり13mm以上 

段差 段差20mm以上 

磨耗 

ポリッシング 

ラベリング 

スケーリング 

骨材飛散がある

場合は全て 
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崩壊 
ポットホール 

はく離 

応急措置：パッチング 

本 復 旧：打換又は切削打換 

骨材飛散がある

場合は全て 

表面の

異常 

キズ 打換又は切削打換 
骨材飛散がある

場合は全て 

ブリージング 清掃後表面の状況により対応 
骨材飛散がある

場合は全て 

ブリス

タリン

グ 

隆起 

打換又は切削打換 

応急措置：エア抜き転圧又は

パッチング 

本 復 旧：打換又は切削打換 

－ 

標識の

状況 

標識の

異常 

マーキングの 

不鮮明 
再塗装 － 

マーキングの 

めくれ 
清掃後、削取り再塗装 － 

注）運航に影響を及ぼすおそれのある損傷がある場合には、緊急的な修繕の実

施の目安にかかわらず、修繕を実施する。 

 

表－１１ エプロン等コンクリート舗装の修繕方法（緊急的な修繕） 

点検 

項目 
異常の種類 修繕方法 

舗装の

状況 

ひび割れ 

線状ひび割れ ひび割れ注入 

隅角部ひび割れ ひび割れ注入又はパッチング 

段差 切削すり付け 

崩壊 
ブローアップ 

クラッシング 
パッチング 

目地破損 
目地材破損 

目地部欠損 
目地補修 

表面の異常 

スラブの持ち上がり 切削すり付け 

キズ 充填（注入）又はパッチング 

標識の

状況 
標識の異常 

マーキングの不鮮明 再塗装 

マーキングのめくれ 清掃後、削取り再塗装 
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（２） 計画的な修繕 

空港舗装等の計画的な修繕は、滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン及び滑

走路端安全区域に求められる性能を保持するために実施する修繕であり、定

期点検及び詳細点検の結果等を踏まえ、表－１２及び表－１３に示す修繕基

準により実施する。なお、滑走路、誘導路及びエプロンは、予防保全の対策

として、路面性状調査のいずれかの項目が B 評価（近いうちの補修が望まし

い）となった時点で、施設の利用状況、損傷の程度・規模及び緊急補修工の

実績等を考慮し、当該施設の大部分が B2 又は B3 評価となる頃には修繕に

着手できるよう適切な時期に修繕を実施する。 

 

表－１２ 滑走路、誘導路及びエプロンの修繕基準（計画的な修繕） 

施設区分 点検項目 修 繕 基 準 修繕方法 

滑走路 
湿潤時の

摩擦係数 
摩擦係数μ値 0.44以下 

ゴム除去又

はグルービ 

ング設置 

 

縦断勾配 
滑走路末端から 1/4の範囲：0.8%を超過 

上記以外の範囲：1.25%を超過 勾配修正（切削

打換） 
横断勾配 1.5%以上 

路面性状

（※１） 

 

アスファルト舗装 コンクリート舗装 

ひび割れ率 2.2%以上 ひび割れ度 2.0cm/m2以上 

わだち掘れ 15mm以上 目地部破損率 0.5%以上 

ＢＢＩ 1.0 以上且つ

運用に影響あり 

段差 7mm 以上 

PRI評価 5.9未満 

打換又は切

削打換 

誘導路 

縦断勾配 1.5%を超過 
勾配修正（切削

打換） 
横断勾配 1.5%を超過 

路面性状

（※１） 

 

アスファルト舗装 コンクリート舗装 

ひび割れ率 4.8%以上 ひび割れ度 2.9cm/m2 以上 

わだち掘れ 24mm以上 目地部破損率 1.1%以上 

ＢＢＩ 1.0 以上且つ

運用に影響あり 

段差 7mm 以上 

PRI評価 5.0未満 

打換又は切

削打換 
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エプロン 
路面性状

（※１） 

 

アスファルト舗装 コンクリート舗装 

ひび割れ率 6.9%以上 ひび割れ度 4.4cm/m2 以上 

わだち掘れ 29㎜以上 目地部破損率 2.0%以上 

ＢＢＩ 1.0 以上且つ

運用に影響あり 

段差 8mm 以上 

PRI評価 3.8未満 

打換又は切

削打換 

※１．上表の他、施設の利用状況、損傷の程度・規模及び緊急補修工の実績等を踏まえて総合的に判断する。 

 

 

表－１３ 着陸帯及び滑走路端安全区域の修繕基準（計画的な修繕） 

施設区分 点検項目 修 繕 基 準 修繕方法 

着陸帯 

縦断勾配 滑走路中心から 75mの範囲：1.5%を超過 

勾配修正（用地

造成・不陸整

正） 

横断勾配 
滑走路中心から 75mの範囲：2.5%を超過 

上記以外の範囲：5.0%を超過 

滑走路端

安全区域 

縦横断勾

配 
5.0%を超過 

 

２）構造物等修繕 

（１）緊急的な修繕 

構造物等の緊急的な修繕は、滑走路、誘導路及びエプロンを除く土木施設に 

おいて、航空機の運航及び空港の運用の障害並びに空港利用者等の交通障害と 

なる損傷等が発生した場合、又は発生するおそれがある場合に、航空機の運航

及び道路交通の安全を確保するために実施する修繕であり、４－３経常維持計

画（５）緊急補修工として、各種専門分野の要領等を参照し適切に実施する。 

（２）計画的な修繕 

構造物等の計画的な修繕は、滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンを除く土 

木施設に求められる性能を保持するために実施する修繕であり、定期点検及び

詳細点検の結果等を踏まえ、各種専門分野の要領等を参照し、施設に求められ

る性能、航空機の運航に与える影響度等を考慮した対策方針（予防保全又は事

後保全）を設定した上で適切に実施する。 
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４－３ 経常維持計画 

空港土木施設の経常維持は、航空機の運航の安全性及び定時性並びに空港利用者の

安全性、使用性及び快適性を確保するため、経常維持修繕工事の各工種（草刈工、清

掃工、標識維持工、植栽維持工、緊急補修工）の目的を踏まえ、適切な施工回数及び

施工時期を設定し、計画的に実施する。 

 

１）経常維持修繕工事 

（１）草刈工 

Ａ．制限区域内 

制限区域内の草刈工は、雑草の繁茂によるバードストライクの誘発及び

火災時の延焼の防止、不法侵入者等に対する警備活動及び航空機事故に伴

う消火救難活動の容易性並びに航空灯火施設等の視認性の確保を目的とし

て実施する。 

Ｂ．ターミナル地区 

ターミナル地区の草刈工は、雑草の繁茂による害虫の発生、火災時の延

焼及び道路の建築限界内の障害発生の防止並びに道路標識等の視認性及び

ターミナル地区の美観の確保を目的として実施する。 

Ｃ．その他の管理用地 

上記Ａ．及びＢ．以外の管理用地の草刈工は、管理用地の維持を目的と

して実施する。 

（２）清掃工 

Ａ．舗装面清掃工 

ａ）滑走路、誘導路及びエプロン 

滑走路、誘導路及びエプロンの舗装面清掃工は、航空機の運航の安全

性の確保を目的として、航空機の運航の障害となる FOD（Foreign 

Object Damage）を誘発する異物等の除去を実施する。 

ｂ）ターミナル地区の構内道路 

ターミナル地区の構内道路の舗装面清掃工は、通行車両の安全性及び

ターミナル地区の美観の確保を目的として、ゴミ等の除去を実施する。 

ｃ）ターミナル地区の歩道等 

ターミナル地区の歩道等の舗装面清掃工は、空港利用者の快適性及び

ターミナル地区の美観の確保を目的として、ゴミ等の除去を実施する。 
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Ｂ．排水溝清掃工 

排水溝清掃工は、通水断面の確保を目的として、排水溝及び集水桝に堆

積した土砂等の除去を実施する。 

Ｃ．道路付属物清掃工 

道路付属物清掃工は、道路標識、ガードレール等の視認障害の防止を目

的として、標識に付着した粉塵等の除去を実施する。 

（３）標識維持工 

Ａ．飛行場標識維持工 

飛行場標識維持工は、航空機の航行を援助するために必要な飛行場標識

施設（滑走路標識、誘導路標識、エプロン標識等）を識別できるように維

持することを目的として、飛行場標識の再塗装を実施する。 

Ｂ．区画線維持工 

区画線維持工は、道路交通の安全の確保を目的として、構内道路、駐車

場の区画線の再塗装を実施する。 

（４）植栽維持工 

Ａ．剪定 

剪定は、植樹帯及び中央分離帯の植栽の繁茂による道路の建築限界内の

障害発生の防止、道路標識等の視認性、植栽の健全な生育及びターミナル

地区の美観の確保を目的として実施する。 

Ｂ．雑草抜き取り 

雑草抜き取りは、植栽の健全な生育及びターミナル地区の美観の確保を

目的として実施する。 

Ｃ．施肥 

施肥は、植栽に必要な栄養の補給を目的として実施する。 

Ｄ．灌水 

灌水は、植栽に必要な水分の補給を目的として実施する。 

Ｅ．薬剤散布 

薬剤散布は、害虫発生の防止又は害虫の駆除を目的として実施する。 

 

 



21 

 

（５）緊急補修工 

Ａ．舗装補修工 

舗装補修工は、滑走路、誘導路、エプロン及び構内道路において、航空

機の運航及び道路交通の障害となる舗装の損傷等が突発的に発生した場

合、又は発生するおそれがある場合に実施する。 

Ｂ．施設補修工 

施設補修工は、滑走路、誘導路、エプロン及び構内道路の舗装を除く土

木施設において、航空機の運航及び空港の運用の障害となる損傷等が発生

した場合、又は発生するおそれがある場合に実施する。 

２）年間計画工程 

経常維持修繕工事の各工種の施工時期、施工回数は、表－１４の年間計画工程

表に示すとおりとする。 

 

表－１４ 年間計画工程表（経常維持修繕工事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施工箇所 標準回数

　標識維持工

　区画線維持工 １ 回／年

（冬）

５月 ６月 ７月 ８月

（夏）

３月

　草刈工

制限区域内 ２ 回／年

ターミナル地区 ２ 回／年

管理用地 １ 回／年

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月工　種 ４月

排水溝清掃工 適宜

　清掃工

舗装面清掃工

滑走路 適宜

誘導路 適宜

エプロン 適宜

ターミナル地区
（構内道路）

適宜

ターミナル地区
（歩道等）

適宜

道路付属物清掃工 適宜

１ 回／５年

エプロン １ 回／５年

　植栽維持工

剪定（夏季・冬季） ２ 回／年

灌水 １ 回／年

薬剤散布

　飛行場標識維持工

滑走路 ２ 回／年

誘導路

雑草抜き取り １ 回／年

施肥 ２ 回／年

２ 回／年

　緊急補修工
舗装補修工 適宜

施設維持工 適宜
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４－４除雪計画 

山口宇部空港の除雪は、「山口宇部空港除雪作業実施規程」の定めに基づき実施

する。 

 

４－５緊急対応計画 

山口宇部空港の緊急対応は、「山口宇部空港保安管理規定（セイフティ編）」等に

基づき実施する。 

 

５．更新計画 

 

山口宇部空港における空港土木施設の更新計画は、平成２６年度を初年度とした３

０年間を計画期間とする。 

更新計画は、空港の基本施設（滑走路、誘導路及びエプロン）をより長く利用でき

ることに繋げるとともに、維持管理費用のトータルコストの縮減や歳出予算の平準化

に資することを目的とするものである。 

山口宇部空港では、これまでも滑走路、誘導路等のアスファルト舗装にクラックシ

ール材の注入等の実施により延命化を図っており、舗装新設から現在まで約 14年経

過していることから、更新計画における舗装の更新サイクルを 14年とし、費用の平

準化も図った上で、これまでの整備実績等を参考に、概算事業費を想定し、更新計画

を作成した。なお、滑走路等基本施設以外の護岸、幹線排水は、日常巡視や定期点検

の結果を踏まえ、必要に応じ更新計画に追加するものとする。 

また、更新工事の実施にあたっては、点検の結果、表－１２に示す滑走路、誘導路

及びエプロンの修繕基準（計画的な修繕）等を考慮し、適切な時期に実施する。 

更新工事の情報（設計図書、完成図書）は、「山口県電子納品保管管理システム」に

登録する。 

なお、更新計画は、定期点検の結果等を踏まえ、５年程度を目安として、定期的に

見直しを図るものとする。 
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状態監視型の維持管理（ｸﾗｯｸｼｰﾙによる延命化）
による平準化した費用 
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状態監視型の維持管理（ｸﾗｯｸｼｰﾙによる延命化）
による平準化した費用の累計 

耐用年数経過（10年更新）後の補修費用 

耐用年数経過（10年更新）後の補修費用の累計 


